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○提出予定議案総括 

 

案   件 件  数 備          考 

人     事    ７件 
副市長（２件）、教育長、監査委員、公平委員会委員、固

定資産評価審査委員会委員、固定資産評価員 

新 年 度 予 算   １０件 一般会計ほか 

補 正 予 算   １１件 一般会計ほか（専決処分３件） 

条 例 関 係   ３９件 
一部改正    ３８件 

廃止       １件 

契     約    ３件 土地の処分、物品取得、包括外部監査契約 

指 定 管 理 者     １件 指定管理者の指定 

そ  の  他    ２件 
広域連合の規約変更 

市道路線の認定 

計   ７３件  
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人事 副市長の選任について 
総務部 

職員課 

概 

要 

 令和６年（２０２４年）２月２９日木内基容子副市長の退任に伴い、市議会の同意を得て、

副市長を選任するもの 

【内容】 

 令和６年（２０２４年）２月２９日に木内
き う ち

基
き

容子
よ こ

副市長が退任することに伴い、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１６２条の規定に基づき、市長が市議会の同意を得て、副市長の選任をする。 

 任期は、令和６年（２０２４年）３月１日から令和１０年（２０２８年）２月２９日までの４年間

である。 

 

  新 任  植原
うえはら

 康
やす

浩
ひろ

 

 

【法令等】 

 ○地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  第１６１条、第１６２条、第１６３条 
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人事 副市長の選任について 
総務部 

職員課 

概 

要 

 令和６年（２０２４年）２月２９日駒沢広行副市長の退任に伴い、市議会の同意を得て、副

市長を選任するもの 

【内容】 

 令和６年（２０２４年）２月２９日に駒沢
こまざわ

広
ひろ

行
ゆき

副市長が退任することに伴い、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第１６２条の規定に基づき、市長が市議会の同意を得て、副市長の選任をする。 

 任期は、令和６年（２０２４年）３月１日から令和１０年（２０２８年）２月２９日までの４年間

である。 

 

  新 任  中邑
なかむら

 仁
ひと

志
し

 

 

【法令等】 

 ○地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  第１６１条、第１６２条、第１６３条 
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人事 教育長の任命について 
総務部 

職員課 

概 

要 

 令和６年（２０２４年）３月３１日任期満了に伴い、市議会の同意を得て、教育長の任命を

するもの 

【内容】 

 令和６年（２０２４年）３月３１日に安間
や す ま

英
ひで

潮
しお

教育長が任期満了を迎えることに伴い、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定に基づき、市長が

市議会の同意を得て、教育長を任命する。 

 任期は、令和６年（２０２４年）４月１日から令和９年（２０２７年）３月３１日までの３年間で

ある。 

 

  再 任  安間 英潮（今回４期目） 

 

【法令等】 

 ○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

  第４条、第５条 
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人事 監査委員の選任について 
総務部 

職員課 

概 

要 

 令和６年（２０２４年）３月３１日任期満了に伴い、市議会の同意を得て、監査委員を選任

するもの 

【内容】 

 令和６年（２０２４年）３月３１日に伊藤紀彦
いとうのりひこ

委員が任期満了を迎えることに伴い、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１９６条第１項の規定に基づき、市長が市議会の同意を得て、監査委員を

選任する。 

 任期は、令和６年（２０２４年）４月１日から令和１０年（２０２８年）３月３１日までの４年間

である。 

 

  新 任  
ひろ

瀬
せ

 勉
つとむ

 

 

【法令等】 

 ○地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  第１９５条、第１９６条、第１９７条 

 

 ○地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

  第１４０条の２ 
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人事 公平委員会委員の選任について 
総務部 

職員課 

概 

要 

 令和６年（２０２４年）３月３１日任期満了に伴い、市議会の同意を得て、公平委員会委員

を選任するもの 

【内容】 

 令和６年（２０２４年）３月３１日に小野坂
お の さ か

勝
かつ

守
もり

委員が任期満了を迎えることに伴い、地方公務員

法（昭和２５年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定に基づき、市長が市議会の同意を得て、公

平委員会委員を選任する。 

任期は、令和６年（２０２４年）４月１日から令和１０年（２０２８年）３月３１日までの４年間

である。 

 

  再 任  小野坂 勝守（今回３期目） 

 

【法令等】 

○地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

第９条の２第１項、第２項、第１０項 
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人事 固定資産評価審査委員会委員の選任について 
総務部 

職員課 

概 

要 

 令和６年（２０２４年）３月３１日任期満了に伴い、市議会の同意を得て、固定資産評価審

査委員会委員を選任するもの 

【内容】 

 令和６年（２０２４年）３月３１日に武林
たけばやし

秀則
ひでのり

委員が任期満了を迎えることに伴い、地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定に基づき、市長が市議会の同意を得て、固定資産

評価審査委員会委員の選任をする。 

 任期は、令和６年（２０２４年）４月１日から令和９年（２０２７年）３月３１日までの３年間で

ある。 

 

  再 任  武林 秀則（今回２期目） 

 

【法令等】 

 〇地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

  第４２３条第１項～第３項、第６項 

 

 〇八王子市市税賦課徴収条例（昭和２５年八王子市条例第１９号） 

  第５８条第１項、第２項 
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人事 固定資産評価員の選任について 
総務部 

職員課 

概 

要 

 令和６年（２０２４年）２月２９日木内基容子固定資産評価員の退任に伴い、市議会の同意

を得て、固定資産評価員を選任するもの 

【内容】 

 令和６年（２０２４年）２月２９日に木内
き う ち

基
き

容子
よ こ

固定資産評価員が退任することに伴い、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第４０４条第２項の規定に基づき、市長が市議会の同意を得て、固定

資産評価員の選任をする。 

 

  新 任  植原
うえはら

 康
やす

浩
ひろ

 

 

【法令等】 

 〇地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

  第４０４条 

 

 〇八王子市市税賦課徴収条例（昭和２５年八王子市条例第１９号） 

  第５７条 
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条例改正 
八王子市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条

例の一部を改正する条例設定について 

総務部 

職員課 

概 

要 

 地方自治法の改正に伴い、引用条文を改めるもの 

【内容】 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）により、地方自治法の条項を繰り下げ

る改正が行われたことから、条例で引用する同法の条文を改める。 

 

 ＜改正内容＞ 

  第１条中「第２４３条の２第１項」を「第２４３条の２の７第１項」に、「第２４３条の２の２第

３項」を「第２４３条の２の８第３項」に改める。 

  第３条中「第２４３条の２第１項」を「第２４３条の２の７第１項」に改める。 

 

 ＜施行日＞ 

  令和６年（２０２４年）４月１日 

 

【法令等】 

 ○改正後の地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  第２４３条の２の７、第２４３条の２の８ 
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条例改正 
昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除等に関する条

例の一部を改正する条例設定について 

総務部 

職員課 

概 

要 

 地方自治法の改正に伴い、引用条文を改めるもの 

【内容】 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）により、地方自治法の条項を繰り下げ

る改正が行われたことから、条例で引用する同法の条文を改める。 

 

 ＜改正内容＞ 

  第３条中「第２４３条の２」を「第２４３条の２の８」に改める。 

 

 ＜施行日＞ 

  令和６年（２０２４年）４月１日 

 

【法令等】 

 ○改正後の地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  第２４３条の２の８ 
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条例改正 
八王子市手数料条例の一部を改正する条例設定につ

いて 

市民部 

市民課 

概 

要 

 戸籍法の一部改正に伴い、関係する申請手数料及び発行手数料について改正を行うもの 

【内容】 

 戸籍法の一部を改正する法律（令和元年法律第１７号）により、戸籍法（昭和２２年法律第２２４

号）が改正され、本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本等を交付できることとなった。また、オンライ

ン上で行政手続をする際に利用可能な戸籍等の証明書として、新たに「戸籍電子証明書及び除籍電子

証明書」（※１）が整備され、その利用に必要な電子証明書提供用識別符号を請求者の求めに応じて市

区町村が発行することとなったことに伴い、必要となる手数料の設定等を行う。 

 また、届書等情報（※２）についての証明書の交付及び閲覧が可能となったことから、これを交付

及び閲覧する際の手数料を設定する。 

 なお、当該手数料は、「手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものと

して政令で定める事務」にかかるものであるため、地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成

１２年政令第１６号。以下「政令」という。）の定める金額と同額に設定する。 

 

※１ 磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記

録及び磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明

した電磁的記録 

※２ 届書等（戸籍法の規定により提出すべきものとされている届書若しくは申請書又はその他の書

類で戸籍の記載をするために必要なものとして法務省令で定めるもの）の画像情報 

 

 ＜改正内容＞ 

  １ 別表、２ 閲覧手数料に、届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料を規定する。 

    利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届出若しくは申請を受理した市区町村又は当

該届出若しくは申請によって戸籍の記載をした市区町村に対し、当該届出又は申請に係る届書

等情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求できることとなった

ことから、当該閲覧に係る手数料を、１件につき３５０円と定める。 

 

  ２ 別表、３ 交付手数料に、以下の手数料を規定する。 

   ⑴ 本籍地が八王子市以外の者の戸籍謄本等の交付手数料 

     戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもって調製されているときは、当該磁気ディスク

をもって調製された戸籍又は除かれた戸籍を本籍地以外の市区町村長に対しても請求でき

ることとなったことから、当該交付に係る手数料を、戸籍１通につき４５０円、除かれた戸

籍１通につき７５０円と定める。 

   ⑵ 届出等情報内容証明書の交付手数料 

     利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届出若しくは申請を受理した市区町村又は

当該届出若しくは申請によって戸籍の記載をした市区町村に対し、当該届出又は申請に係る

届書等情報の内容について証明書を請求できることとなったことから、当該交付に係る手数

料を、１通につき３５０円と定める。 

 

  ３ 別表、５ 発行手数料を新設し、電子証明書提供用識別符号の発行手数料を追加する。 

    行政機関における手続きで戸籍による確認が必要な場合には、従前は戸籍の謄本や除かれた

戸籍の謄本が必要であった。戸籍法の改正により、戸籍電子証明書及び除籍電子証明書を識別

する符号を提出することで、これに代えることができる制度が創設されたことから、当該電子

証明書識別符号の発行に係る手数料を、１件につき４００円と定める。 

 

＜施行日＞ 

  令和６年（２０２４年）３月１日 
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【法令等】 

 〇地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  第２２８条 

 

 〇戸籍法（昭和２２年法律第２２４号） 

  第１２０条の２、第１２０条の３、第１２０条の６ 
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条例改正 
八王子市下水道事業の設置等に関する条例の一部を

改正する条例設定について 

水循環部 

下水道課 

概 

要 

 地方自治法の改正に伴い、引用条文を改めるもの 

【内容】 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）により、地方公営企業法（昭和２７年

法律第２９２号）第３４条において準用する地方自治法の条項を繰り下げる改正が行われたことか

ら、条例で引用する同法の条文を改める。 

 

 ＜改正内容＞ 

  第５条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改める。 

 

 ＜施行日＞ 

  令和６年（２０２４年）４月１日 

 

【法令等】 

 ○地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号） 

  第３４条 

 

 ○改正後の地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  第２４３条の２の８ 
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条例改正 
八王子市営住宅条例の一部を改正する条例設定につ

いて 

まちなみ整備部 

住宅政策課 

概 

要 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正に伴い、引用条文を改める

もの 

【内容】 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律（令和５年法律第

３０号）により配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律第３１号。

以下「法」という。）が改正され、法に規定する保護命令制度の拡充及び保護命令違反の厳罰化が行わ

れることとなった。 

 これに伴い、これまで法第１０条第１項に規定されていた接近禁止命令及び退去等命令について、

法第１０条第１項及び法第１０条の２に分けて規定されることとなったため、当該規定を引用する本

条例の規定を改める。 

 

 ＜改正内容＞ 

  第７条第２項第８号イ中「配偶者暴力防止等法第１０条第１項」の次に「又は第１０条の２」を

加える。 

 

 ＜施行日＞ 

  令和６年（２０２４年）４月１日 

 

【法令等】 

 ○改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律第３１号） 

  第１０条第１項、第１０条の２ 
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条例改正 
八王子市長等の給与に関する条例の一部を改正する

条例設定について 

総務部 

職員課 

概 

要 

 市長の給料月額等を減額するもの 

【内容】 

 市長の就任にあたり、決意と公約実現に向けての意気込みを示すため、当面の間、市長の給料月額

等を３０％減額する。 

 

 ＜改正内容＞ 

  令和６年（２０２４年）１月２９日に在職する八王子市長の給料月額は、第２条の規定にかかわ

らず、同条の表に掲げる給料月額から、１００分の３０を乗じて得た額を減じた額とする。 

 

 ＜施行日＞ 

  公布の日 
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条例改正 
八王子市市民集会所条例の一部を改正する条例設定

について 

市民活動推進部 

市民部 

協働推進課 

市民総務課 

概 

要 

 八王子市横山市民集会所及び八王子市戸吹会館を廃止するもの 

【内容】 

 横山事務所は昭和４９年（１９７４年）の開所以降、地域の行政施設として証明発行や出納業務な

どを行ってきたが、戸籍の電算化やマイナンバーカードの普及などによる業務や体制の変化により、

現状では施設の規模が大きく非効率であることから移転することとした。これに伴い、横山事務所内

に設置する横山市民集会所を廃止する。 

 また、戸吹会館がある戸吹地区は、近隣の避難場所が加住市民センターであるが、加住地区の旧滝

山街道南側はほぼ浸水区域であり、災害時に戸吹地区から加住地区に移動することは困難であること

や、近接の消防器具置場について、消防団車両の大型化や消防団員の安全確保等のために必要な機能

及びスペースを確保した施設が必要となっていることから、戸吹会館を建替え、地域特性を考慮した

自主的な避難所機能を併せ持つ消防団器具置場として整備するため、戸吹会館を廃止する。 

 

 ※担当所管 市民集会所について・・市民総務課 

       地区会館について・・・協働推進課 

 

 

 ＜改正内容＞ 

  １ 八王子市戸吹会館の廃止について 

    別表第１地区会館の項から八王子市戸吹会館の名称及び位置を削る。 

 

  ２ 八王子市横山市民集会所の廃止について 

    別表第１市民集会所の項から八王子市横山市民集会所の名称及び位置を削る。 

 

 ＜施行日＞ 

  １ 令和６年（２０２４年）９月１日（改正内容１について） 

  ２ 令和６年（２０２４年）１０月１日（改正内容２について） 
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条例改正 
八王子市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関

する条例の一部を改正する条例設定について 

福祉部 

生活福祉総務課 

概 

要 

 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準（省令）が一部改正されたことから、これに合

わせ、本市の無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する本条例を改正するもの 

【内容】 

 無料低額宿泊所の設備及び運営の基準については、都道府県、指定都市又は中核市が「無料低額宿

泊所の設備及び運営に関する基準」（令和元年厚生労働省令第３４号。以下「基準省令」という。）を

標準として又は参酌して定めることとされており、本市においては、本条例で当該基準について規定

している。 

 今般、基準省令において、新たな情報通信技術の導入・活用に円滑に対応できるよう、電磁的記録

に係る特定の記録媒体の使用を定める規定を見直す改正があったことに伴い、本条例を改正するも

の。 

 

 ＜改正内容＞ 

  第１５条第７項第２号中、「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により

一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

 

 ＜施行日＞ 

  公布の日 

 

【法令等】 

 ○改正後の無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準（令和元年厚生労働省令第３４号） 

  第１４条 
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条例改正 

八王子市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例設定について 

子ども家庭部 

子どもの教育・保育

推進課 

概 

要 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に

関する基準（内閣府令）が改正されたことから、本市の特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営の基準に関する本条例を改正するもの 

【内容】 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する

基準については、都道府県、指定都市又は中核市が特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並び

に特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号。以下「基準府

令」という。）に従い、又は参酌して定めることとされており、本市においては、本条例で当該基準に

ついて規定している。 

令和４年（２０２２年）６月３日にデジタル臨時行政調査会により決定した「デジタル原則に照ら

した規制の一括見直しプラン」において、書面掲示、目視等を義務付けるアナログ規制について点検・

見直しをすることとされ、書面の掲示等を義務付けている規制については、当該掲示に加え、インタ

ーネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならない等の見直し方針が示された。これに伴い、母

体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令（令和５年内閣府令第８６号）が公布され、基準府令

が改正されたことから、条例の規定を改める。 

 

 ＜改正内容＞ 

 １ 第２３条中「しなければならない」を「するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆

送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行う

ことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならな

い」に改める。 

 

 ２ 第６３条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法によ

り一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記

録媒体をいう。）」に改める。 

 

 ＜施行日＞ 

 １ 令和６年（２０２４年）４月１日（改正内容１） 

 ２ 公布の日（改正内容２）   

 

【法令等】 

 ○特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関す

る基準（平成２６年内閣府令第３９号） 

  第２３条、第６２条第２項第２号 
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条例改正 
八王子市地区計画の区域内における建築物の制限に

関する条例の一部を改正する条例設定について 

都市計画部 

都市計画課 

概 

要 

 既存地区の変更を行うもの 

【内容】 

 地区計画に係る建築物等に関する制限事項は、条例で定めるところにより、規制効果を確保してい

る。 

 今回、既存地区３地区の変更を行う。 

 

 ＜改正内容＞ 

 １ 南大沢センター地区地区計画の変更 

   令和５年（２０２３年）３月に東京都が策定した「南大沢駅周辺地区まちづくり方針」で示さ

れた土地利用の方針と、本地区計画の当初決定から２５年が経過した現状の地区の特性等を踏ま

え、制限事項を変更する。 

⑴ センターＡ地区の変更 

地区の中心部としての賑わいの創出や、都立大学の表玄関に相応しい建築物等を誘導、整備

するため、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度等を変更する。 

 

  ⑵ 沿道型業務施設地区の変更 

    地区の交通条件等に応じた駅周辺の賑わいを高める建築物等を誘導、整備するため、同地区

を沿道型業務施設Ａ地区と沿道型業務施設Ｂ地区に区分し、沿道型業務施設Ｂ地区の建築物等

の用途の制限等を変更する。 

 

  ⑶ 公益施設地区の変更 

既に集積している教育施設や研究開発施設等の操業環境の維持・向上を図るため、建築物等

の用途の制限等の制限を変更する。 

 変更前 変更後 

壁面の位置の制
限 

― 
１号壁面線として計画図に示す道路

境界線から外壁等の面までの距離は、
１．５メートル以上とする。 

建築物等の高さ
の最高限度 

― 

１号壁面線として計画図に示す道路
境界線から２０メートル以内において
は、当該道路中心からの建築物の高さ
を１２メートル以下とする。 

 変更前 変更後 

建築物等の用途
の制限 

（建築できないもの） 
１ 寄宿舎又は下宿 
２ 建築物の延べ面積の２分の１以上
を居住の用に供するもの 

３ 建築物の１階部分を居住の用に供
するもの（管理人室等に供する部分
を除く。） 

４ 学校（専修学校及び各種学校は除
く。） 

（建築できないもの） 
１ 寄宿舎又は下宿 
２ 建築物の１階部分を居住の用に供
するもの（管理人室等に供する部分
を除く。） 

３ 学校（専修学校及び各種学校は除
く。） 

 変更前 変更後 

建築物等の用途
の制限 

（建築できないもの） 
１ 住宅 
２ 寄宿舎又は下宿 
３ 建築物の延べ面積の２分の１以上
を居住の用に供するもの 

（建築できないもの） 
１ 住宅 
２ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 
３ 危険物の貯蔵又は処理に供するも
の（建築物に附属するものを除く。） 



23 

 

 

２ 下柚木地区地区計画の変更 

  幹線道路沿道及び後背の住環境と調和した街並みの形成と維持・保全を図るため、新たな区域を

追加するとともに、建築物等の用途の制限、建築物の敷地の最低限度等を変更する。 

  ⑴ 沿道住宅地区の変更 

 

  ⑵ 沿道住宅地区Ｂの追加 

 

３ 宮下町大学用地地区地区計画の変更 

   大学機能の維持や更なる機能拡充、学生の生活環境の向上など、大学と学生を取り巻く環境の

整備を促進するため、建築物等の用途の制限等を変更する。 

４ 建築物の１階部分を居住の用に供
するもの（管理人室等に供する部分
を除く。） 

５ 危険物の貯蔵又は処理に供するも
の（建築物に附属するものを除く。） 

 

 

 変更前 変更後 

地区区分の名称 沿道住宅地区 沿道住宅地区Ａ 

建築物等の用途
の制限 

― 
（建築できないもの） 
危険物の貯蔵又は処理に供するもの
（建築物に附属するものを除く。） 

建築物の敷地面
積の最低限度 

― １６５平方メートル 

 ― 追加 

建築物等の用途
の制限 

― 

（建築できないもの） 
１ 住宅のうち３戸以上の長屋 
２ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 
３ 危険物の貯蔵又は処理に供するも
の（建築物に附属するものを除く。） 

建築物の敷地面
積の最低限度 

― １６５平方メートル 

壁面の位置の制
限 

― 

建築物の外壁等の面から隣地境界線ま
での距離 ０．７メートル以上 
（５００平方メートル以上の敷地にお
いては１．０メートル以上） 

 変更前 変更後 

建築物等の用途
の制限 

（建築できるもの） 
１ 大学、高等専門学校、専修学校及び
各種学校 

２ 研究所 
３ １・２の用途に関連し、かつ１・２
の建築物と一の建築物となる工場
（次に掲げる物品を製造する工場を
除く。） 

 ⑴ 火薬類 
 ⑵ 消防法に規定する危険物 
 ⑶ マッチ 
 ⑷ 可燃性ガス 
 ⑸ 圧縮ガス又は液化ガス（製氷又

は冷凍を目的とするものを除く。） 
４ 研修所 
５ 前各号の建築物に附属するもの 

（建築できるもの） 
１ 大学、高等専門学校、専修学校及び
各種学校 

２ 研究所 
３ １・２の用途に関連し、かつ１・２
の建築物と一の建築物となる工場
（次に掲げる物品を製造する工場を
除く。） 

 ⑴ 火薬類 
 ⑵ 消防法に規定する危険物 
 ⑶ マッチ 
 ⑷ 可燃性ガス 
 ⑸ 圧縮ガス又は液化ガス（製氷又

は冷凍を目的とするものを除く。） 
４ 共同住宅又は寄宿舎（１に規定す
る施設の生徒、学生又は教職員等が
居住するものに限る。） 
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 ＜施行日＞ 

  公布の日 

 

５ 研修所 
６ 前各号の建築物に附属するもの 

【法令等】 

○建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

第６８条の２ 
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契約 土地の処分について 
契約資産部 

資産管理課 

概 

要 

 普通財産である子安町二丁目の土地を処分するもの 

【内容】 

 市営住宅子安団地跡地であり、現在は普通財産として管理している子安二丁目の市有地について、

ゼロカーボンシティの実現に資する取組として、環境配慮型住宅の整備を誘導する公募型プロポーザ

ル方式により売払いを行う。 

 

 ＜土地の所在＞ 

  八王子市子安町二丁目５９３番１ 

  同        所５９３番２ 

  同        所５９３番４ 

  同        所５９３番５ 

  同        所５９３番７ 

 

 ＜処分面積＞ 

  ６，４３５．６８平方メートル 

 

＜処分先＞ 

  東京都立川市泉町９３５番２８ 

   大和ハウス工業株式会社 東京西支店 

    支配人 稲村 敏伸 

 

 ＜処分金額＞ 

  金１２億４，０３４万１，０００円 

 

  ※ 入札状況（公募型プロポーザル方式による） 

入札業者 入札金額 
事業計画点 

（80点） 

価格点 

（20点） 

合計 

（100点） 

⑴ 大和ハウス工業株式会社グループ 1,240,341,000円 53.41 20.00 73.41 

⑵ 株式会社 住宅工営グループ 1,229,266,365円 49.30 19.82 69.12 

    （最低売却価格 １，２２９，２６６，３６５円） 

 

※ 大和ハウス工業株式会社グループの構成 

   事業主  大和ハウス工業株式会社 

   協力会社 株式会社 石田工務店 

        株式会社 こぐまホーム 

        一般財団法人 住宅生産振興財団 

        ＵＫ合同会社 

 

【法令等】 

○地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  第９６条第１項第８号 

 

 ○地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

  第１２１条の２の２第２項、別表第４（第１２１条の２の２関係） 

 

 〇議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年八王子市条例第６
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号） 

第３条 
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契約 気化式冷風機の取得について 
学校教育部 

学務課 

概 

要 

 気化式冷風機を購入するもの（一般競争入札） 

【内容】 

 体育館での熱中症対策として、気化式冷風機を小・中・義務教育学校１０３校の体育館に各校２台

ずつ（計２０６台）購入する。 

 

 ＜種類及び数量＞ 

  気化式冷風機    ２０６台 

 

 ＜契約先＞ 

  有限会社 伊登勢屋商店 

 

 ＜契約金額＞ 

９８，７９７，６００円（うち、消費税額８，９８１，６００円） 

 

  ※ 入札状況 

令和６年（２０２４年）１月１７日入札  一般競争入札による 

入札業者 入札金額（税抜き） 

⑴ リレーションズ 株式会社 97,747,000円 

⑵ 有限会社 伊登勢屋商店 89,816,000円 

 

 

【法令等】 

○地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第９６条第１項第８号 

 

○地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

第１２１条の２第２項 

 

○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年八王子市条例第６

号） 

第３条 
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その他 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について 
健康医療部 

保険年金課 

概 

要 

 後期高齢者医療保険の経費を負担する特例措置を継続するもの 

【内容】 

 後期高齢者医療の保険料を軽減するため、本来は保険料で負担すべき東京都後期高齢者医療広域連 

合（以下「都広域連合」という。）の５つの経費について、関係区市町村が一般会計から全額負担する 

特例措置をとっている。 

この措置については、２年ごとの保険料改定の際に、関係区市町村の協議により都広域連合の規約 

を変更して継続してきた。令和６・７年度（２０２４・２０２５年度）についても、特例措置を終了

した場合は保険料の大幅な上昇が見込まれるため、被保険者の負担に配慮する必要があることから、

特例措置を２年間継続する規約変更を行う。 

 

 ※ 後期高齢者医療広域連合 

   後期高齢者医療の事務（保険料の徴収等を除く。）を処理するため、都道府県ごとに全ての市町

村が加入して設置している。東京都では、都内６２区市町村が加入し、平成１９年（２００７年）

３月１日に都広域連合を設立した。 

 

１ 措置継続による本市負担額（令和６年度（２０２４年度）予算計上額） 

５０６，３０６千円（令和５年度（２０２３年度）予算から２，８７７千円減） 

 

２ 対象経費 

 ⑴ 審査支払手数料相当額       １７９，１１１千円 

   （レセプトの審査、診療報酬の支払の手数料） 

 ⑵ 財政安定化基金拠出金相当額           ０円 

   （後期高齢者医療の財政安定のための基金への拠出金。令和６年度（２０２４年度）は、基金

の積み増しを行わないため負担なし。） 

 ⑶ 保険料未収金補填分相当額      ８７，８５８千円 

   （保険料の収納実績に応じて負担する補填金。予算は保険料未納率を１パーセントに設定） 

 ⑷ 保険料所得割額減額分相当額     １０，８４７千円 

   （低所得者に対する保険料所得割額軽減措置の補填金） 

 ⑸ 葬祭費相当額           ２２８，４９０千円 

   （被保険者が死亡したとき、葬祭を行う者に対し、葬祭費５万円を支給） 

 

 ＜施行日＞ 

  令和６年（２０２４年）４月１日 

 

【法令等】 

○地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

 第２９１条の３第３項、第２９１条の４第１項第９号、第２９１条の１１ 

 

○高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号） 

 第４８条 

 

 

  



29 

 

道路 市道路線の認定について 
道路交通部 

路政課 

概 

要 

 市道路線を認定するもの 

【内容】 

 民間事業者の宅地開発により築造された道路の引継ぎ完了に伴い認定する。 

  ３路線認定 

 路 線 名 所 在 地 
幅 員 

（ｍ） 

延 長 

（ｍ） 

 市道由井１３０４号線 打越町地内 
５．００～ 

６．０１ 
２２１．５６ 

 市道由井１３０５号線 打越町地内 
６．００～ 

６．０１ 
４３．３４ 

 市道由井１３０６号線 打越町地内 
６．００～ 

６．０１ 
２０．８０ 

 

 

【法令等】 

○道路法（昭和２７年法律第１８０号） 

第８条第１項、第２項 
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条例改正 
職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例設定について 

総務部 

職員課 

概 

要 

 地方自治法の改正に伴い、会計年度任用職員に勤勉手当を支給することから、関係規定を整

備するもの 

【内容】 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）により、地方自治法の改正が行われ、

令和６年度（２０２４年度）から全ての会計年度任用職員に対し勤勉手当の支給が可能となった。 

 このため、本市でも会計年度任用職員に対し勤勉手当を支給することから、関係規定を整備する。 

 なお、東京都においても、令和６年度（２０２４年度）から会計年度任用職員に対して勤勉手当を

支給することとしている。 

 

＜改正内容＞ 

  １ 基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前６か月以内の期間において実際に勤務

した期間がある職員には勤勉手当を支給することとしている規定について、会計年度任用職員

については除くこととしている記述を削除する。（第５条の２第２項） 

  ２ 第５条の２第２項から地方公務員法を引用する記述を削除することに伴い、第７条で引用す

る同法に法律番号を追加する。（第７条） 

 

 ＜施行日＞ 

  令和６年（２０２４年）４月１日 

 

【法令等】 

 ○地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  第２０４条第２項 

 

 ○改正後の地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  第２０３条の２第４項 
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条例改正 
八王子市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例設定について 

総務部 

職員課 

概 

要 

 地方自治法の改正に伴い、会計年度任用職員に支給する手当に勤勉手当を追加するもの 

【内容】 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）により、地方自治法の改正が行われ、

令和６年度（２０２４年度）から全ての会計年度任用職員に対し勤勉手当の支給が可能となった。 

 このため、本市でも会計年度任用職員に対し勤勉手当を支給する。 

 なお、東京都においても、令和６年度（２０２４年度）から会計年度任用職員に対して勤勉手当を

支給することとしている。 

 

＜改正内容＞ 

  １ 勤勉手当の支給に関すること 

⑴ 会計年度任用職員に支給する給与の種類に勤勉手当を追加する。（第２条第１項） 

   ⑵ 任期の定めが６か月以上のフルタイム会計年度任用職員に勤勉手当を支給することとす

る。（改正後の第１４条の２第１項） 

   ⑶ 任期が連続し、その任期を通算すると６か月以上となるフルタイム会計年度任用職員は、

任期の定めが６か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなすこととする。（改正後の第

１４条の２第２項） 

   ⑷ ６月に勤勉手当を支給する場合において、任期が連続し、前会計年度における任期と本会

計年度における任期を通算すると６か月以上となるフルタイム会計年度任用職員は、任期の

定めが６か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなすこととする。（改正後の第１４条

の２第３項） 

   ⑸ フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の不支給及び一時差止めは、給与条例の適用を受

ける職員の例によることとする。（改正後の第１４条の２第４項） 

   ⑹ 任期の定めが６か月以上のパートタイム会計年度任用職員（１週間当たりの勤務時間が著

しく少ない者として市規則で定めるものを除く。以下同じ。）に勤勉手当を支給することとす

る。（改正後の第２３条の２第１項） 

   ⑺ 任期が連続し、その任期を通算すると６か月以上となるパートタイム会計年度任用職員

は、任期の定めが６か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなすこととする。（改正後

の第２３条の２第２項） 

   ⑻ ６月に勤勉手当を支給する場合において、任期が連続し、前会計年度における任期と本会

計年度における任期を通算すると６か月以上となるパートタイム会計年度任用職員は、任期

の定めが６か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなすこととする。（改正後の第２

３条の２第３項） 

   ⑼ パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の不支給及び一時差止めは、給与条例の適用を

受ける職員の例によることとする。（改正後の第２３条の２第４項） 

      

  ２ 期末手当の支給に関する規定の整備 

   ⑴ フルタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給及び一時差止めに関する規定の整備（第

１４条第１項及び改正後の同条第４項） 

   ⑵ フルタイム会計年度任用職員の６月期の期末手当について、任期の定めが６か月以上とみ

なす規定の整備（第１４条第２項及び第３項） 

   ⑶ パートタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給及び一時差止めに関する規定の整備

（第２３条第１項及び改正後の同条第４項） 

   ⑷ パートタイム会計年度任用職員の６月期の期末手当について、任期の定めが６か月以上と

みなす規定の整備（第２３条第２項及び第３項） 

 

 ＜施行日＞ 

  令和６年（２０２４年）４月１日 
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【法令等】 

 ○地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  第２０４条第２項 

 

 ○改正後の地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  第２０３条の２第４項 
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条例改正 
八王子市消防団に関する条例の一部を改正する条例

設定について 

生活安全部 

防災課 

概 

要 

 消防団員の任用及び分限の要件に係る年齢制限を緩和するもの 

【内容】 

 本市では、近年、消防団員の減少が続いており、消防団員の確保が課題となっている。 

 令和元年１２月１３日付消防庁長官通知（消防地第２２８号）「消防団を中核とした地域防災力の充

実強化に向けた重点取組み事項について」において、高齢化が進展している社会情勢や定年制の運用

による消防団員数の減少を鑑み、定年年齢の引上げ、制度撤廃について、条例改正その他必要な措置

を検討することとされており、本市消防団からも、定年年齢の引き上げが要望されている。 

 これらの事情を踏まえ、本市消防団員の確保のため、消防団員の任用及び分限の要件に係る年齢制

限を緩和する。 

 

＜改正内容＞ 

１ 消防団員の任用要件の緩和（第５条関係） 

   消防団員の任用要件に係る年齢制限を、６０歳から６５歳に引き上げる。 

 

２ 消防団員の分限要件の緩和（第６条関係） 

   階級が団員（機能別分団に属する者を除く。）、班長又は部長である消防団員がその身分を失う

こととなる要件を「年齢が６０歳となったとき。ただし、任命権者が特に必要があると認め、あ

らかじめ市長が承認した者については、この限りでない。」から「年齢が６５歳に達した日以後に

おける最初の３月３１日に至ったとき。」に改める。 

 

＜施行日＞ 

  令和６年（２０２４年）４月１日 

 

【法令等】 

 ○消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）  

  第２３条 
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条例改正 
八王子市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正

する条例設定について 

生活安全部 

防災課 

概 

要 

 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に従い、非常勤消防団員等

の補償基礎額を引き上げるもの 

【内容】 

 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（令和５年法律第７３号）により、一般職

の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号）別表第４イ公安職俸給表（一）が改定される

ことに伴い、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和３１年政令第３３５号）で

定める非常勤消防団員等及び消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額について、所要の改正を

行うもの。 

 

＜改正内容＞ 

１ 非常勤消防団員の補償基礎額の引上げ（別表（第５条関係）） 

   非常勤消防団員の補償基礎額を下表のとおり引き上げる。 

   

階級 勤続年数 
補償基礎額（円） 

改正前 改正後 

団長及び副団長 

１０年未満 １２，４４０ １２，５００ 

１０年以上２０年未満 １３，３２０ １３，３５０ 

２０年以上 １４，２００ １４，２００ 

分団長及び副分団長 

１０年未満 １０，６７０ １０，８００ 

１０年以上２０年未満 １１，５５０ １１，６５０ 

２０年以上 １２，４４０ １２，５００ 

部長、班長及び団員 

１０年未満 ８，９００ ９，１００ 

１０年以上２０年未満 ９，７９０ ９，９５０ 

２０年以上 １０，６７０ １０，８００ 

 

 ２ 消防作業従事者等の補償基礎額の引上げ（第５条第２項第２号） 

   消防作業従事者等（消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従事者）

に係る補償基礎額の最低額を、８，９００円から９，１００円に引き上げる。 

 

＜施行日＞ 

  令和６年（２０２４年）４月１日 

※ 令和６年（２０２４年）４月１日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給

すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に適用

する。 

 

【法令等】 

 ○改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和３１年政令第３３５号） 

  第２条第２項第２号、別表（第２条関係） 
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条例改正 

八王子市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備

及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

設定について 

福祉部 

障害者福祉課 

概 

要 

 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（省令）が一

部改正されたことから、これに合わせ、本市の指定障害児通所支援の事業等に係る指定基準を

定める本条例を改正するもの 

【内容】 

 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準については、都道府県、指定都市又は中

核市が「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」（平成２４年

厚生労働省令第１５号。以下「基準省令」という。）に従い、標準として又は参酌して定めることとさ

れており、本市においては、本条例で当該基準について規定している。 

 令和６年度からの報酬改定に伴い、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運

営に関する基準の一部を改正する内閣府令（令和６年内閣府令第５号）が施行され、基準省令が改正

された。 

 この基準省令の改正に伴い、指定通所支援の事業等に係る指定基準を定める本条例を改正するも

の。 

 

 ＜改正内容＞ 

 １ 児童福祉法において「医療型児童発達支援」を「児童発達支援」に一元化する改正が行われた

ことを踏まえ、本条例においても同様に「医療型児童発達支援」を「児童発達支援」に一元化す

る改正を行う。 

  （経過措置１：現に指定を受けている医療型児童発達支援に係る障害児通所支援事業所（児童発

達支援センターに限る。以下において同じ。）における人員基準について、令和９年（２０２７年）

３月３１日までの間、なお従前の例による） 

  （経過措置２：現に指定を受けている医療型児童発達支援に係る障害児通所支援事業所における

設備基準について、当分の間、なお従前の例による） 

 

 ２ 既存の児童発達支援における人員・設備基準等の３類型（障害児、難聴児、重症心身障害児）

の区分について、主として難聴児又は重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所（児童

発達支援センターに限る。）以外の人員、設備基準等に合わせる形で一元化する。 

  （経過措置１：主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所における人員基準等について

は、令和９年（２０２７年）３月３１日までの間、なお従前の例による） 

  （経過措置２：主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所における設備基準に

ついては、当分の間、なお従前の例による） 

 

 ３ 全てのサービス共通関係 

  ⑴ 管理者は、事業所の管理上支障がない場合には、同一敷地内等に限らず、他の事業所等の職

務に従事することができることとする。 

  ⑵ サービスの提供の際に障害児及びその保護者（以下「障害児等」という。）の意思決定の支援

に配慮するよう努めるとともに、心身の健康等に関する領域を含む総合的に支援することと

し、児童発達支援管理責任者にあっては個別支援計画の作成の際に、障害児等の意思を把握し、

障害児等の意思により決定がされるよう努めなければならないこととする。 

 

 ４ 児童発達支援及び放課後等デイサービス関係 

  ⑴ 自己評価について、事業所の従事者による評価も受けた上で行うことや、自己評価及び保護

者評価並びに改善の内容を公表することに加えて保護者にも示すこととする等、実施方法を明

確化する。 

  ⑵ 心身の健康等に関する領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示すプログ

ラムを策定及び公表しなければならないこととする。 

  ⑶ 障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、地域社会への参加や包摂（以

下「インクルージョン」という。）の推進に努めなければならないこととする。 
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  ⑷ 個別支援計画の原案の作成等においては、支援の具体的な内容と心身の健康等に関する領域

との関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた指定児童発達支援等の具体的内容を定め

なければならないこととする。 

 

 ５ 居宅訪問型児童発達支援関係 

   上記４⑵及び⑷と同様の改正を行う。 

 

 ６ 保育所等訪問支援関係 

  ⑴ 事業所ごとにその提供する指定保育所等訪問支援の質及びその改善について、従事者による

評価を受けた上で、自己評価を行うとともに、当該事業者を利用する障害児の保護者及び訪問

先の施設による評価を受けて、その改善を図らなければならないこととする。 

  ⑵ 指定保育所等訪問支援事業者は、おおむね１年に１回以上、自己評価、保護者評価及び訪問

先の施設評価並びに改善の内容を、保護者に示すとともに、インターネットの利用その他の方

法により公表しなければならないこととする。 

  ⑶ 上記４⑵及び⑷と同様の改正を行う。 

 

 ７ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６６号）及び障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第１０４号）の施行

に伴う所要の規定の整備を行う。 

 

 ＜施行日＞ 

  １ 令和６年（２０２４年）４月１日（改正内容１～６） 

  ２ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律（令

和４年法律第１０４号）附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日（改正内容７） 

 

【法令等】 

 ○改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２

４年厚生労働省令第１５号） 

  第２条～第４条、第６条、第７条、第９条、第１０条、第１１条、第２３条～第２８条、第３０

条、第３５条、第３９条、第４０条の２、第４２条、第４９条、第５４条の７、第５５条～第６

４条、第６５条、第６８条、第７１条の４、第７１条の８、第７１条の１４、第７９条、第８０

条、第８２条、第８３条 
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条例改正 

八王子市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関

する条例の一部を改正する条例設定について ほか

１１議案 

福祉部 

高齢者いきいき課 

概 

要 

 基準省令の改正に伴い、介護サービスに関する基準を定める各条例について改正を行うもの 

【内容】 

 介護サービスに関する基準については、当該基準に係る省令（以下「基準省令」という。）に従い、

標準として又は参酌して、条例で定めることとされ、本市においては、次に掲げる条例で当該基準を

定めている。 

 ここで、令和６年度（２０２４年度）の介護報酬の改定等に伴い、基準省令の改正が行われたこと

から、これに合わせ、条例を改正する。 

番号 条例名 

１ 八王子市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例 

２ 八王子市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例 

３ 八王子市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例 

４ 八王子市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例 

５ 八王子市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例 

６ 八王子市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例 

７ 
八王子市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ

ービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例 

８ 

八王子市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関す

る条例 

９ 
八王子市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例 

10 八王子市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例 

11 八王子市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例 

12 八王子市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例 

 

 ＜改正内容＞ 

  １ 「書面掲示」規制の見直し（条例番号：３～８、１０～１２） 

    事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、原則として事業所内での「書面掲示」

を求めている一方、備え付けの書面又は電磁的記録の供覧により、書面による壁面等への掲示

を代替できる規定になっているところ、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が

完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト（法人の

ホームページ等又は情報公表システム上）に掲載・公表しなければならないこととする。 

 

   ※ 令和７年（２０２５年）３月３１日までの間、経過措置期間を設ける。 

 

  ２ 管理者の兼務範囲の明確化（条例番号：１、３～８、１０～１２） 

    提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点か

ら、管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事業所、施設等では

なくても差し支えない旨を明確化する。 

 

  ３ 身体的拘束等の適正化の推進（条例番号：４～９） 

    身体的拘束等の適正化を推進する観点から、次に掲げる見直しを行う。 

   ⑴ 短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置

（委員会の設置、指針の整備、研修の実施）を義務付ける。 
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   ⑵ 訪問系サービス、通所系サービス、（介護予防）福祉用具貸与、特定（介護予防）福祉用具

販売、居宅介護支援及び介護予防支援について、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととす

る。また、身体的拘束等を行う場合の記録を義務付ける。 

 

    ※ ⑴については、令和７年（２０２５年）３月３１日までの間、努力義務とする。 

 

  ４ 入院時に医療機関が作成したリハビリテーション計画書の入手及び把握の義務化（条例番

号：４、７（（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）通所リハビリテーション）） 

    退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションを実施する

観点から、医師等の従業者が、入院中にリハビリテーションを受けていた利用者に対し退院後

の指定訪問（通所）リハビリテーションを提供する際に、リハビリテーション計画を作成する

に当たっては、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書を入手し、内容を

把握することを義務付ける。 

 

  ５ 訪問リハビリテーション事業所に係るみなし指定（条例番号：４、７（（介護予防）訪問リハ

ビリテーション） 

  訪問リハビリテーション事業所を更に拡充する観点から、介護老人保健施設及び介護医療院

の開設許可があったときは、訪問リハビリテーション事業所の指定があったものとみなす。 

 

  ６ 高齢者虐待防止のための措置に係る経過措置期間の延長（条例番号：４、７（（介護予防）居

宅療養管理指導） 

    委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の設定等の高齢者虐待防止のための措置の

実施状況や更なる周知の必要性を踏まえ、当該取組の義務付けの経過措置期間を３年間延長

し、令和９年（２０２７年）３月３１日までとする。 

 

  ７ 感染症や非常災害の発生時の業務継続のための措置に係る経過措置期間の延長（条例番号：

４、７（（介護予防）居宅療養管理指導） 

    感染症や非常災害の発生時の業務継続に向けた、計画の策定及び周知、研修及び訓練（シミ

ュレーション）の実施等の義務付けの経過措置期間を３年間延長し、令和９年（２０２７年）

３月３１日までとする。 

 

  ８ みなし指定を受けた訪問（通所）リハビリテーション事業所の人員配置基準の緩和（条例番

号：４、７（（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）通所リハビリテーション） 

    訪問（通所）リハビリテーション事業所に係るみなし指定を受けている介護老人保健施設及

び介護医療院については、当該事業所の医師の配置基準について、当該施設の医師の配置基準

を満たすことをもって基準を満たしているものとみなすこととする。 

 

  ９ ユニットケアの質の向上のための体制の確保（条例番号：２、４（短期入所生活介護、短期

入所療養介護）、５（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護）、７（介護予防短期入所生

活介護、介護予防短期入所療養介護）、１０～１２） 

    ユニットケアの質向上のための体制を確保する観点から、ユニット型施設の管理者は、ユニ

ットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければならないこととする。 

 

  １０ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討す

るための委員会設置の義務付け（条例番号：２、４（短期入所生活介護、短期入所療養介護、

特定施設入居者生活介護）、５（小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域

密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入

居者生活介護）、７（介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施

設入居者生活介護）、８（介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介

護）、１０～１２） 

    介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、現場における課題を抽
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出及び分析した上で、事業所の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職

員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。 

 

    ※ 令和９年（２０２７年）３月３１日までの間、努力義務とする。 

 

  １１ 選択制の対象福祉用具の提供に係る利用者等への説明及び提案（条例番号：４、７（（介護

予防）福祉用具貸与・特定（介護予防）福祉用具販売）） 

    福祉用具の一部の貸与種目・種類について、特定福祉用具販売の対象に加えることとしてい

るところ、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、福祉用具貸与及

び特定福祉用具販売の対象となる貸与種目・種類の福祉用具（以下「選択制の対象福祉用具」

という。）の貸与又は販売に当たっては、福祉用具専門相談員が、福祉用具貸与又は特定福祉用

具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、十分説明することを

義務付ける。また、利用者の選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師や専門職の

意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うことを義務付ける。 

 

  １２ 貸与後におけるモニタリングの実施時期等の明確化（条例番号：４、７（（介護予防）福祉

用具貸与・特定（介護予防）福祉用具販売）） 

    福祉用具貸与のモニタリングを適切に実施し、サービスの質の向上を図る観点から、福祉用

具貸与計画の記載事項にモニタリングの実施時期を追加する。 

 

  １３ モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への交付（条例番号：４（福祉用具貸与）） 

    福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、福祉用具貸与について、

介護予防福祉用具貸与と同様に、福祉用具専門相談員が、モニタリングの結果を記録し、その

記録を介護支援専門員に交付することを義務付ける。 

 

  １４ 選択制の対象福祉用具を貸与した後の貸与継続の必要性の検討（条例番号：４、７（（介護

予防）福祉用具貸与）） 

    福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、選択制の対象福祉用具に

係る福祉用具貸与の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用開始後６月以内に少なく

とも１回モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行うことを義務付ける。 

 

  １５ 選択制の対象福祉用具に係る計画の達成状況の確認（条例番号：４、７（特定（介護予防）

福祉用具販売）） 

    福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、選択制の対象福祉用具に

係る特定福祉用具販売の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、特定福祉用具販売計画の

作成後、当該計画における目標の達成状況を確認することを義務付ける。 

 

  １６ 選択制の対象福祉用具に係る販売後のメンテナンス（条例番号：４、７（特定（介護予防）

福祉用具販売）） 

    福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、選択制の対象福祉用具に

係る特定福祉用具販売の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用者等からの要請等に

応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方

法の指導、修理等（メンテナンス）を行うよう努めることとする。 

 

  １７ 生産性向上に先進的に取り組む特定施設に係る人員配置基準の特例的な柔軟化（条例番

号：４（特定施設入居者生活介護）、５（地域密着型特定施設入居者生活介護）、７（介護予防

特定施設入居者生活介護）） 

    テクノロジーの活用等により介護サービスの質の向上及び職員の負担軽減を推進する観点

から、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討す

るための委員会において、生産性向上の取組に当たっての必要な安全対策について検討した上

で、見守り機器等の複数のテクノロジーの活用、職員間の適切な役割分担等の取組により、介

護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われている指定特定施設に係る当該指定特定
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施設ごとに置くべき看護職員及び介護職員の合計数について、「常勤換算方法で、要介護者であ

る利用者の数が３（要支援者の場合は１０）又はその端数を増すごとに１以上であること」を

「常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が３（要支援者の場合は１０）又はその端数を

増すごとに０．９以上であること」とすることとする。 

 

  １８ 口腔衛生管理の強化（条例番号：４，７（介護予防）特定施設入居者生活介護） 

    全ての指定特定施設において、口腔衛生管理体制の確保を促すとともに、入所者の状態に応

じた口腔衛生管理を更に充実させる観点から、口腔衛生管理体制を整備し、各入居者の状態に

応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならないこととする。 

 

    ※ 令和９年（２０２７年）３月３１日までの間、努力義務とする。 

 

  １９ 協力医療機関との連携体制の構築（条例番号：１～３、４（特定施設入居者生活介護）、５

（地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護）、７（介護予防特定施設入居者生活介護）、８（介護予防認知症対応型共

同生活介護）、１０～１２） 

    高齢者施設等内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で適切

な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実

効性のある連携体制を構築するために、以下の見直しを行う。 

   ⑴ 協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努

める（施設系サービス（５、１０～１２）については、義務（※））こととする。 

    ア 入所者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制

を常時確保していること。 

    イ 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。 

   ⑵ １年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確

認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に

提出しなければならないこととする。 

   ⑶ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合におい

ては、速やかに再入所させることができるように努めることとする。 

 

    ※ 令和９年（２０２７年）３月３１日までの間、努力義務とする。 

 

  ２０ 新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携（条例番号：１～３、４（特定施設入

居者生活介護）、５（地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護）、７（介護予防特定施設入居者生活介護）、８（介護予

防認知症対応型共同生活介護）、１０～１２） 

    新興感染症の発生時等に、事業所内の感染者への診療等を迅速に対応できる体制を平時から

構築するため、あらかじめ、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一

部を改正する法律（令和４年法律第９６号）第３条の規定による改正後の感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定す

る第二種協定指定医療機関（以下「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症

の発生時等の対応を取り決めるよう努めることとする。また、協力医療機関が第二種協定指定

医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時

等の対応について協議を行うことを義務付ける。 

 

  ２１ 管理者の兼務（条例番号：５、８（（介護予防）小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機

能型居宅介護）） 

    提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点か

ら、（看護）小規模多機能型居宅介護の管理者による他事業所の職務との兼務について、兼務可

能な他事業所のサービス類型を限定しないこととする。 

 

  ２２ サービス内容の明確化（条例番号：５（看護小規模多機能型居宅介護）） 
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    看護小規模多機能型居宅介護のサービス拠点における「通い」・「泊まり」で提供されるサー

ビスに、看護サービス（療養上の世話又は必要な診療の補助）が含まれる旨を明確化する法改

正があったことから、その旨を運営基準においても明確化する。 

 

  ２３ 緊急時等における対応方法の定期的な見直しの義務付け（条例番号：２、５（地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護）、１０） 

    介護老人福祉施設等における入所者への医療提供体制を確保する観点から、介護老人福祉施

設等があらかじめ定める緊急時等における対応方法について、配置医師及び協力医療機関の協

力を得て定めることとし、また、１年に１回以上、見直しを行うことを義務づける。 

 

  ２４ 公正中立性の確保のための取組の見直し（条例番号：６） 

    事業者の負担軽減を図るため、次に掲げる事項に関して利用者に説明し、理解を得ることを

居宅介護支援事業者の努力義務とする。 

⑴ 前６月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び

地域密着型通所介護の各サービスの利用割合 

⑵ 前６月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び

地域密着型通所介護の各サービスの同一事業者によって提供されたものの割合 

 

  ２５ 指定居宅サービス事業者等との連携によるモニタリング（条例番号：６，９） 

    人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質

の向上の観点から、次に掲げる要件を設けた上で、テレビ電話装置等を活用したモニタリング

を行うことを可能とする。 

⑴ 利用者の同意を得ること。 

⑵ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者

の合意を得ていること。 

ア 利用者の心身の状況が安定していること。 

イ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通できること。 

ウ 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報に

ついて、担当者から提供を受けること。 

⑶ 少なくとも２月に１回（介護予防支援の場合は６月に１回）は利用者の居宅を訪問するこ

と。 

 

  ２６ ケアマネジャー１人当たりの取扱件数の改正（条例番号：６） 

基本報酬における取扱件数との整合性を図る観点から、指定居宅介護支援事業所ごとに１以

上の員数の常勤のケアマネジャーを置くことが必要となる人員基準について、次のとおり見直

す。 

⑴ 原則、要介護者の数に要支援者の数に１／３を乗じた数を加えた数が ４４又はその端数

を増すごとに１とする。 

⑵ 指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において、居宅介護サービス

計画に係るデータを電子的に送受信するための公益社団法人国民健康保険中央会のシステ

ムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合においては、要介護者の数に要支援者の数

に１／３を乗じた数を加えた数が４９又はその端数を増すごとに１とする。 

 

  ２７ 介護予防支援の円滑な実施（条例番号：９） 

   ⑴ 指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受ける場合の人員配置 

指定居宅介護支援事業者が指定を受けて指定介護予防支援を行う場合の人員に関する基

準については、次のとおりとする。 

ア 事業所ごとに１以上の員数の介護支援専門員を置かなければならないこと。 

イ 常勤かつ主任介護支援専門員である管理者を置かなければならないこと。（ただし、主任

介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介

護支援専門員を管理者とすることができる。） 

ウ 管理者は、同一の事業所の他の職務に従事する場合や、管理上支障がない範囲で他の事
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業所の職務に従事する場合を除き、専らその職務に従事する者でなければならないこと。 

   ⑵ 市町村に対する情報提供 

市町村において管内の要支援者の状況を適切に把握する観点から、指定居宅介護支援事業

者が指定介護予防支援の指定を受けて介護予防支援を行うに当たって、市町村から情報提供

の求めがあった場合は、介護予防サービス計画の実施状況等を市町村に情報提供することと

する。 

 

  ２８ 電磁的記録に係る用語の改正（条例番号：３～１２） 

    電磁的記録について、特定の記録媒体の使用を定める規定が数多く存在し、手続のオンライ

ン化等の妨げとなっている状況があることを踏まえ、新たな情報通信技術の導入・活用に円滑

に対応できるよう、条例中で用いられる「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに

準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」の用語を、電磁的記録媒

体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）に係る

記録媒体をいう。）に改める。 

 

  ２９ その他 

    その他、所要の規定整備を行う。 

 

 ＜施行日＞ 

  １ 令和６年（２０２４年）４月１日（２及び３を除く改正内容） 

  ２ 令和６年（２０２４年）６月１日（改正内容１から８までのうち、条例番号４及び７の指定

（介護予防）訪問看護、指定（介護予防）訪問リハビリテーション、指定（介護予防）通所リ

ハビリテーション及び指定（介護予防）居宅療養管理指導に係る改正内容） 

  ３ 公布の日（改正内容２８） 

 

【法令等】 

 ○改正後の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和４１年厚生省令第１９号） 

  第９条、第１２条、第２５条 

 

 ○改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４６号） 

  第９条、第１２条、第２２条の２、第２３条、第２７条、第３１条の３、第４０条、第４２条、

第５６条、第５９条、第６３条 

 

 ○改正後の軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成２０年厚生労働省令第１０７号） 

  第９条、第１１条、第２７条、第２８条 

 

 ○改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第

３７号） 

  第６条、第２３条、第３２条、第３９条、第４１条、第４６条、第５０条、第５３条の３、第５

６条、第６１条、第６８条、第７３条の２、第７６条、第８０条、第８１条、第８２条の２、第８

９条、第９０条の２、第９４条、第９８条、第１０４条の４、第１０５条の３、第１０７条、第１

１１条、第１１４条、第１１５条、第１１８条の２、第１２２条、第１２８条、第１３９条の２、

第１３９条の３、第１４０条の７、第１４０条の１１の２、第１４０条の１３、第１４０条の１５、

第１４０条の２８、第１４０条の３２、第１４２条～第１４４条、第１４６条、第１５４条、第１

５４条の２、第１５５条、第１５５条の４、第１５５条の６、第１５５条の１０の２、第１５５条

の１１、第１７５条、第１７６条、第１８５条の２、第１９１条、第１９１条の３、第１９２条、

第１９２条の５、第１９２条の１１、第１９４条、第１９５条、第１９９条、第１９９条の２、第

２０４条、第２０４条の２、第２０５条、第２０６条、第２０９条、第２１４条～第２１６条 

 

○改正後の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働

省令第３４号） 
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  第３条の４、第３条の５、第３条の２２、第３条の３２、第３条の４０、第６条、第７条、第１

０条、第１７条、第２１条、第２６条、第３６条、第３７条の３、第４０条の２、第４０条の８、

第４０条の１５、第４３条、第４６条、第４７条、第５１条、第５２条、第６０条、第６３条、第

６４条、第７３条、第８６条の２、第８７条、第９１条、第１０１条、第１０５条、第１０７条、

第１０８条、第１１０条、第１１１条、第１２７条～第１２９条、第１３１条、第１３２条、第１

４５条の２、第１４６条、第１４７条、第１５２条、第１５６条、第１５７条、第１６７条、第１

６９条、第１７１条、第１７２条、第１７７条、第１８１条、第１８２条 

 

 ○改正後の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８

号） 

  第１条の２～第４条、第１３条、第２２条、第２９条 

 

 ○改正後の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号） 

  第４８条、第５３条の４、第５４条、第５７条、第５９条、第６４条、第７３条、第７６条、第

７７条、第７９条、第８３条、第８６条、第９２条、第９５条、第１１７条、第１２２条、第１２

５条、第１３０条、第１３６条、第１３９条、第１４０条の２、第１４１条、第１５７条、第１８

１条、第１８７条～第１８９条、第１９１条、第１９３条～第１９５条、第２０５条、第２０８条、

第２０９条、第２３１条、第２３２条、第２３８条の２、第２４２条、第２４５条、第２５６条、

第２６１条、第２６２条、第２６６条、第２６７条、第２７４条、第２７５条、第２７８条、第２

７８条の２、第２８３条、第２８８条、第２９１条、第２９２条 

 

 ○改正後の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働

省令第３６号） 

  第６条、第９条、第１０条、第３２条、第４０条、第４２条、第４４条、第４５条、第５３条、

第６２条の２、第６３条、第７１条、第７８条、第８２条、第８４条、第８５条 

 

 ○改正後の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号） 

  第２条～第４条、第１０条～第１２条、第２１条、第２８条、第３０条 

 

 ○改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３９

号） 

  第２条、第２０条の２、第２１条、第２８条、第２９条、第３５条の３、第３７条、第４７条 

 

 ○改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成１１年厚生省令

第４０号） 

  第２条、第１６条、第２３条、第２９条、第３０条、第３１条、第３６条の３、第３８条、第４

８条 

 

 ○改正後の介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成３０年厚生労働省令第

５号） 

  第６条、第１９条、第２６条、第３３条～第３５条、第４０条の３、第５２条 
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条例改正 

八王子市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設

備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条

例設定について 

福祉部 

障害者福祉課 

概 

要 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービ

スの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（省令）が一部改正されたことから、これに合

わせ、本市の指定障害福祉サービス事業に係る指定基準を定める本条例を改正するもの 

【内容】 

 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準については、都道府県、指定都

市又は中核市が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福

祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」（平成１８年厚生労働省令第１７１号。以下

「基準省令」という。）に従い、標準として又は参酌して定めることとされており、本市においては、

本条例で当該基準について規定している。 

 令和６年度からの報酬改定に伴い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する命令

（令和６年内閣府・厚生労働省令第３号）が施行され、基準省令が改正された。 

 この基準省令の改正に伴い、指定障害福祉サービスの事業等に係る指定基準を定める本条例を改正

するもの。 

 

 ＜改正内容＞ 

 １ 児童発達支援事業における医療型と福祉型の一元化に伴う改正を行う。 

 

 ２ 全てのサービスについて、サービスの提供の際に利用者の意思決定の支援に配慮するよう努め

ることとし、サービス管理責任者又はサービス提供責任者にあっては個別支援計画の作成の際

に、利用者の意思を把握し、利用者自らの意思により決定がされるよう努めなければならないこ

ととする。 

 

 ３ 生活介護事業の人員配置基準に言語聴覚士を加える。 

 

 ４ 自立訓練（機能訓練）事業関係 

  ⑴ 人員配置基準に、言語聴覚士を加える。 

  ⑵ 介護保険の通所リハビリテーション事業者が、基準該当自立訓練（機能訓練）の事業を提供

することを可能とし、通所リハビリテーション事業者が当該事業に関して満たすべき基準を定

める。 

  ⑶ 病院又は診療所が、基準該当自立訓練（機能訓練）の事業を提供することを可能とし、病院

又は診療所が当該事業に関して満たすべき基準を定める。 

  ⑷ 共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者が当該事業に

関して満たすべき基準を定める。 

 

 ５ 就労選択支援事業が新設されることに伴う改正を行う。 

 

 ６ 就労移行支援事業関係 

   就労移行支援事業者は、利用者に対し、指定計画相談支援を行う者と連携し、定期的に就労選

択支援に関する情報提供を行うものとする。 

 

 ７ 就労継続支援Ａ型事業について６と同様の改正を行う。 

 

 ８ 就労継続支援Ｂ型事業関係 

  ⑴ 工賃の支払いに要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならないこととす

る。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでないこととする。 

  ⑵ ６と同様の改正を行う 
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 ９ 就労定着支援関係 

   地域において必要な就労定着支援事業を利用できるようにする観点から、障害者就業・生活支

援センターを、実施主体として追加する。 

 

１０ 自立生活援助関係 

  ⑴ 相談支援事業所において提供される地域相談支援との支援の継続性の確保や自立生活援助

整備を促進する観点から、指定地域移行支援事業者又は指定地域定着支援事業者の指定を併せ

て受け、かつ、指定地域移行支援又は指定地域定着支援の事業を同一の事業所において一体的

に運営している場合には、当該事業所に配置された相談支援専門員を自立生活援助のサービス

管理責任者とみなすことができることとする。 

  ⑵ サービス管理責任者を常勤専従で自立生活援助事業所に配置する場合には、配置基準を６

０：１とする。 

  ⑶ 自立生活援助の実施主体に係る規定を削り、実施主体を拡充することとする。 

  ⑷ 指定自立生活援助事業者は、利用者の居宅の訪問によるほか、テレビ電話装置を活用するこ

とにより、障害者が地域における自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な援助を行

うことができることとする。 

 

１１ 共同生活援助関係 

  ⑴ 共同生活援助の支援内容として、一人暮らし等を希望する者に対する支援や退去後の相談等

が含まれることが明確化されたことを踏まえた改正を行う。 

  ⑵ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者及びその家族、

地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成

される協議会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。以下「地域連携推

進会議」という。）を開催し、おおむね１年に１回以上、地域連携推進会議において、事業の運

営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないこ

ととする。また、指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね１年

に１回以上、地域連携推進会議の構成員が指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けなけ

ればならないこととする。（令和７年（２０２５年）３月３１日までの間は努力義務） 

  ⑶ 指定共同生活援助事業者は、⑵の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、

当該記録を公表しなければならないこととする。（令和７年（２０２５年）３月３１日までの間

は努力義務） 

  ⑷ ⑵及び⑶については、指定共同生活援助事業者がその提供する指定共同生活援助の質に係る

第三者による評価を受け、当該評価の実施状況を公表している場合等には、適用しないことと

する。 

  ⑸ 新興感染症の発生時等に事業所内の感染者への診療等を迅速に対応できる体制を平時から

構築するため、指定共同生活援助事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第９６号）第３条の規定による改正後の感染

症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第

１７項に規定する第二種協定指定医療機関（以下「第二種協定指定医療機関」という。）との間

で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならないこととする。 

  ⑹ 指定共同生活援助事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合において

は、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わ

なければならないこととする。 

  ⑺ 指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において個人単

位で居宅介護等を利用する場合の特例的取扱いを令和９年（２０２７年）３月３１日まで延長

する。 

 

 ＜施行日＞ 

  １ 令和６年（２０２４年）４月１日（改正内容１～４、８⑴⑶⑷、９～１１） 

  ２ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律（令

和４年法律第１０４号）附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日（改正内容５～７、８⑵） 
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【法令等】 

 ○改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号） 

  第２条、第３条、第６条、第２５条、第２６条、第３０条、第４５条、第５０条、第５７条、第

５８条、第５９条、第７８条、第９３条の４、第１２１条、第１３３条、第１３４条、第１３６

条、第１５６条、第１６２条、第１６２条の３、第１６３条、第１６３条の３、第１７１条、第

１７３条の２～第１７３条の９、第１８３条の２、第１８４条、第１９７条、第２０２条、第２

０６条、第２０６条の６、第２０６条の７、第２０６条の１４、第２０６条の１７、第２０６条

の１８、第２０６条の２０第２０７条、第２１０条の２、第２１０条の５～第２１０条の７、第

２１２条の４、第２１３条の２、第２１３条の３、第２１３条の１１～第２１３条の１３、第２

１３条の２２、第２１５条、第２２０条、第２２１条、第２２３条、第２２４条、附則第４条、

附則第１８条の２ 
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条例改正 
八王子市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例設定について 

福祉部 

障害者福祉課 

概 

要 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事

業の設備及び運営に関する基準（省令）が一部改正されたことから、これに合わせ、本市の障

害福祉サービス事業に係る基準を定める本条例を改正するもの 

【内容】 

 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準については、都道府県、指定都市及び中核市が

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の

設備及び運営に関する基準」（平成１８年厚生労働省令第１７４号。以下「基準省令」という。）に従

い、標準として又は参酌して条例で定めることとされており、本市においては本条例で定めている。 

 令和６年度からの報酬改定に伴い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する命令

（令和６年内閣府・厚生労働省令第３号）が施行され、基準省令が改正された。 

 この基準省令の改正に伴い、障害福祉サービスの事業に係る基準を定める本条例を改正するもの。 

 

 ＜改正内容＞ 

 １ 児童発達支援事業における医療型と福祉型の一元化に伴う改正を行う。 

 

 ２ 生活介護事業及び自立訓練（機能訓練）事業の人員配置基準に、言語聴覚士を加える。 

 

 ３ 全てのサービスについて、サービスの提供の際に利用者の意思決定の支援に配慮するよう努め

ることとし、サービス管理責任者にあっては個別支援計画の作成の際に、利用者の意思を把握し、

利用者自らの意思により決定がされるよう努めなければならないこととする。 

 

 ４ 就労選択支援事業が新設されることに伴う改正を行う。 

 

 ５ 就労移行支援事業について、定員規模を緩和する。 

 

 ＜施行日＞ 

  １ 令和６年（２０２４年）４月１日（改正内容１～３、５） 

  ２ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律（令

和４年法律第１０４号）附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日（改正内容４） 

 

【法令等】 

 ○改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サー

ビス事業の設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７４号） 

  第２条、第３条、第１６条～第１８条、第３９条、第５２条、第５４条、第５５条、第６１条～

第６１条の８、第６２条の２、第６４条、第６９条の２，第７０条、第８５条、第８８条、第８

９条、附則第３条 
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条例改正 

八王子市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営

の基準に関する条例の一部を改正する条例設定につ

いて 

福祉部 

障害者福祉課 

概 

要 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設

等の人員、設備及び運営に関する基準（省令）が一部改正されたことから、これに合わせ、本

市の指定障害者支援施設に係る指定基準を定める本条例を改正するもの 

【内容】 

 指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準については、都道府県、指定都市及び中

核市が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設

等の人員、設備及び運営に関する基準」（平成１８年厚生労働省令第１７２号。以下「基準省令」とい

う。）に従い、標準として又は参酌して条例で定めることとされており、本市においては本条例で定め

ている。 

 令和６年度からの報酬改定に伴い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和６

年厚生労働省令第１７号）が施行され、基準省令が改正された。 

 この基準省令の改正に伴い、指定障害者支援施設に係る指定基準を定める本条例を改正するもの。 

 

 ＜改正内容＞ 

 １ サービスの提供の際には、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めることとし、サービス

管理責任者にあっては個別支援計画の作成の際に、利用者の意思を把握し、利用者自らの意思に

より決定がされるよう努めなければならないこととする。 

 

 ２ 生活介護及び自立訓練（機能訓練）を行う場合の人員配置基準に、言語聴覚士を加える。 

 

 ３ サービス管理責任者がサービス計画を作成した際には、利用者に当該計画を交付することとな

っていたが、交付の対象者を利用者に加え、計画相談支援員に対しても交付することとする。 

 

 ４ 地域の関係者と連携を図るための地域連携推進会議を概ね１年に１回以上開催しなければな

らないこととする。（令和７年（２０２５年）３月３１日までの間は努力義務） 

 

 ５ 利用者の地域移行に関する意思の確認を行う地域移行等意向確認担当者を選任しなければな

らないこととする。（令和８年（２０２６年）３月３１日までの間は努力義務） 

 

 ６ 新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならないこととし、また、協力医

療機関との間で、その対応について協議を行わなければならないこととする。 

 

 ＜施行日＞ 

  令和６年（２０２４年）４月１日 

 

【法令等】 

 ○改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支

援施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７２号） 

  第３条、第４条、第２２条～第２４条の３、第４６条、第５２条 

 

 

  



49 

 

条例改正 
八王子市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関

する条例の一部を改正する条例設定について 

福祉部 

障害者福祉課 

概 

要 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設

備及び運営に関する基準（省令）が一部改正されたことから、これに合わせ、本市の障害者支

援施設に係る指定基準を定める本条例を改正するもの 

【内容】 

 障害者支援施設の設備及び運営に関する基準については、都道府県、指定都市及び中核市が「障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営

に関する基準」（平成１８年厚生労働省令第１７７号。以下「基準省令」という。）に従い、標準とし

て又は参酌して条例で定めることとされており、本市においては本条例で定めている。 

 令和６年度からの報酬改定に伴い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和６

年厚生労働省令第１７号）が施行され、基準省令が改正された。 

 この基準省令の改正に伴い、障害者支援施設に係る基準を定める本条例を改正するもの。 

 

 ＜改正内容＞ 

 １ サービスの提供の際には、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めることとし、サービス

管理責任者にあっては個別支援計画の作成の際に、利用者の意思を把握し、利用者自らの意思に

より決定がされるよう努めなければならないこととする。 

 

 ２ 生活介護及び自立訓練（機能訓練）を行う場合の人員配置基準に、言語聴覚士を加える。 

 

 ３ サービス管理責任者がサービス計画を作成した際には、利用者に当該計画を交付することとな

っていたが、交付の対象者を利用者に加え、計画相談支援員に対しても交付することとする。 

 

 ４ 地域の関係者と連携を図るための地域連携推進会議を概ね１年に１回以上開催しなければな

らないこととする。（令和７年（２０２５年）３月３１日までの間は努力義務） 

 

 ５ 利用者の地域移行に関する意思の確認を行う地域移行等意向確認担当者を選任しなければな

らないこととする。（令和８年（２０２６年）３月３１日までの間は努力義務） 

 

 ６ 新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならないこととし、また、協力医

療機関との間で、その対応について協議を行わなければならないこととする。 

 

 ＜施行日＞ 

  令和６年（２０２４年）４月１日 

 

【法令等】 

 ○改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施

設の設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７７号） 

  第３条、第１１条、第１７条～第１９条の３、第３８条 
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条例改正 
八王子市国民健康保険条例の一部を改正する条例設

定について 

健康医療部 

保険年金課 

概 

要 

 東京都から令和６年度（２０２４年度）の国民健康保険事業費納付金額及び標準保険料率が

示されたことに伴い、保険税率等を改定するもの 

【内容】 

 平成３０年度（２０１８年度）に開始した新たな国民健康保険制度においては、都道府県が市町村

と共に国民健康保険の保険者となっている。この制度では、都道府県が保険給付に必要な費用を市町

村に対して支払う一方、市町村は都道府県に対し、都道府県が市町村ごとの医療費水準や所得水準に

応じて決定した国民健康保険事業費納付金を納付することとなっている。 

 今般、東京都から令和６年度（２０２４年度）の国民健康保険事業費納付金額とともに、標準保険

料率が示されたことから、本市における保険税率等を改定する。 

 

 ＜改正内容＞ 

 １ 国民健康保険税の所得割額税率及び均等割額の改定（第１２条、第１４条～第１６条関係） 

  ⑴ 基礎課税額の改定 

区分 改正前 改正後 

所得割額税率 １００分の７．２９ １００分の７．７３ 

均等割額 ４３，０００円 ４６，５００円 

 

  ⑵ 後期高齢者支援金等課税額の改定 

区分 改正前 改正後 

所得割額税率 １００分の２．３８ １００分の２．８３ 

均等割額 １３，６００円 １６，６００円 

 

※ 介護納付金課税額は変更なし 

 

  ※ 都から示された令和６年度（２０２４年度）の標準保険料率 

    （基礎課税額） 

     所得割額 １００分の７．７３ 

     均等割額 ４６，５６５円 

    （後期高齢者支援金等課税額） 

     所得割額 １００分の２．８３ 

     均等割額 １６，５９７円 

 

 ２ 低所得者に対する均等割額の軽減額の改定（第３０条関係） 

   均等割額の改定に連動して、軽減額を変更するもの（均等割額×軽減割合） 

  ⑴ ７割軽減の控除額 

区分 改正前 改正後 

基礎課税額 ３０，１００円 ３２，５５０円 

後期高齢者支援金等課税額 ９，５２０円 １１，６２０円 

   

⑵ ５割軽減の控除額 

区分 改正前 改正後 

基礎課税額 ２１，５００円 ２３，２５０円 

後期高齢者支援金等課税額 ６，８００円 ８，３００円 
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  ⑶ ２割軽減の控除額 

区分 改正前 改正後 

基礎課税額 ８，６００円 ９，３００円 

後期高齢者支援金等課税額 ２，７２０円 ３，３２０円 

 

 ＜施行日＞ 

  令和６年（２０２４年）４月１日 

 

【法令等】 

 ○国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

  第３条、第４条、第７５条の２、第７５条の７ 

 

 ○地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

  第７０３条の４ 

 

 ○高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号） 

  第１１８条 
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条例改正 
八王子市介護保険条例の一部を改正する条例設定に

ついて 

福祉部 

介護保険課 

概 

要 

 介護保険事業計画に基づく介護保険料の設定及び介護保険法施行令の改正により関連規定を

改正するもの 

【内容】 

 介護保険事業計画に基づく介護保険料の設定及び介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。

以下「令」という。）の改正により関連規定を改正するもの 

 

 ＜改正内容＞ 

 １ 保険料率及び所得段階の改正 

  ⑴ 令和６年度（２０２４年度）から令和８年度（２０２６年度）までの介護保険料の設定 

    第９期（令和６年度（２０２４年度）～令和８年度（２０２６年度））介護保険事業計画にお

ける介護保険料について、第８期（令和３年度（２０２１年度）～令和５年度（２０２３年度））

介護保険事業計画に比べ介護保険給付費及び地域支援事業費が増加することから、介護保険給

付費準備基金の取り崩しによる保険料上昇の抑制措置を講じた上で、下表のとおり保険料率を

変更する。 

  ⑵ 所得段階の追加 

    負担能力に応じた保険料を設定するため、下表のとおり保険料の算定の基となる所得段階を

区分する基準所得金額を変更し、所得段階を１段階増やす。 

 

【 保険料額表は次頁 】 
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 【改正前】                 【改正後】   ※太字下線が改正箇所 

   
所得 

段階 

対象者 保険料額 

（軽減前） 

（単位 円） 

 所得 

段階 

対象者 保険料額 

（軽減前） 

（単位 円） 

１ 令第３９条第１項第１号

に該当する者 

20,700 

(34,500) 

 １ 令第３９条第１項第１号

に該当する者 

20,300 

(32,500) 

２ 令第３９条第１項第２号

に該当する者 

34,500 

(51,800) 

 ２ 令第３９条第１項第２号

に該当する者 

34,600 

(48,900) 

３ 令第３９条第１項第３号

に該当する者 

48,300 

(51,800) 

 ３ 令第３９条第１項第３号

に該当する者 

48,900 

(49,300) 

４ 令第３９条第１項第４号

に該当する者 

62,100  ４ 令第３９条第１項第４号

に該当する者 

64,300 

５ 令第３９条第１項第５号

に該当する者 

69,000  ５ 令第３９条第１項第５号

に該当する者 

71,400 

６ 合計所得金額が120万円未

満の者 

79,400  ６ 合計所得金額が 120 万円

未満の者 

82,100 

７ 合計所得金額が120万円以

上 210万円未満の者 

89,700  ７ 合計所得金額が 120 万円

以上 210万円未満の者 

92,800 

８ 合計所得金額が210万円以

上 320万円未満の者 

100,100  ８ 合計所得金額が 210 万円

以上 320万円未満の者 

103,500 

９ 合計所得金額が320万円以

上 400万円未満の者 

110,400  ９ 合計所得金額が 320 万円

以上 420万円未満の者 

114,200 

１０ 合計所得金額が400万円以

上 500万円未満の者 

120,800  １０ 合計所得金額が 420 万円

以上 520万円未満の者 

125,000 

１１ 合計所得金額が500万円以

上 600万円未満の者 

131,100  １１ 合計所得金額が 520 万円

以上 620万円未満の者 

135,700 

１２ 合計所得金額が600万円以

上 800万円未満の者 

141,500  １２ 合計所得金額が 620 万円

以上 720万円未満の者 

146,400 

    １３ 合計所得金額が 720 万円

以上 850万円未満の者 

149,900 

１３ 合計所得金額が800万円以

上 1,000万円未満の者 

151,800  １４ 合計所得金額が 850 万円

以上 1,000万円未満の者 

157,100 

１４ 合計所得金額が1,000万円

以上 1,500万円未満の者 

169,100  １５ 合計所得金額が 1,000 万

円以上 1,500 万円未満の

者 

174,900 

１５ 合計所得金額が1,500万円

以上 2,000万円未満の者 

186,300  １６ 合計所得金額が 1,500 万

円以上 2,000 万円未満の

者 

192,800 

１６ 合計所得金額が2,000万円

以上の者 

200,100  １７ 合計所得金額が 2,000 万

円以上の者 

207,100 

 

 ＜施行日＞ 

  令和６年（２０２４年）４月１日 

【法令等】 

 ○介護保険法（平成９年法律第１２３号） 

  第１１７条、第１２９条 

 

 ○介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号） 

  第３８条、第３９条 
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条例廃止 

八王子市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び

運営の基準に関する条例を廃止する条例設定につい

て 

福祉部 

高齢者いきいき課 

概 

要 

 介護療養型医療施設制度の廃止に伴い、本市の指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運

営の基準を定める本条例を廃止するもの 

【内容】 

 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準については、都道府県、指定都市又は中核市

が「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準」（平成１１年厚生省令第４１号。以

下「基準省令」という。）に従い、又は参酌して定めることとされており、本市においては、本条例で

当該基準について規定している。 

 介護療養型医療施設については、平成１８年（２００６年）の医療保険制度改革において、平成２

３年度（２０１１年度）末での廃止及び介護老人保健施設等への転換の促進が決定され、その後、転

換が進まない現状を踏まえ、転換の期限が令和５年度（２０２３年度）末まで延長されている。 

 ここで、転換期限が到来し、介護療養型医療施設制度が廃止されることから、本条例を廃止する。 

 

 ＜施行日＞ 

  令和６年（２０２４年）４月１日 

 

【法令等】 

 ○健康保険法等の一部を改正する法律(平成１８年法律第８３号) 

附則第１３０条の２第３項 
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条例改正 
八王子市企業立地支援条例の一部を改正する条例設

定について 

産業振興部 

産業振興推進課 

概 

要 

 地域経済の発展・市民生活の向上に寄与するため、条例の終期の延長するもの 

【内容】 

 本条例は、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって地域経済の発展及び市民生活の向上に寄

与することを目的として平成１６年（２００４年）に制定し、令和５年度（２０２３年度）を終期と

している。しかし、本条例は、これまで効果的な企業誘致に寄与しており、引き続きその必要性が認

められることから、条例の終期を５年延長する。 

 

＜改正内容＞ 

  条例の終期を定めた附則第２項中、「平成３６年３月３１日」を「令和１１年３月３１日」に改め

る。 

 

 ＜施行日＞ 

令和６年（２０２４年）４月１日 
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条例改正 
八王子市手数料条例の一部を改正する条例設定につ

いて 

まちなみ整備部 

建築指導課 

概 

要 

 建築基準法等の一部改正に伴い、関係する申請手数料等について改正を行うもの 

【内容】 

 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改

正する法律（令和４年法律第６９号。以下「改正法」という。）により、建築基準法（昭和２５年法律

第２０１号。以下「法」という）が改正され、既存建築物の修繕等により省エネ性能の向上が図れる

よう、既存不適格建築物の大規模修繕等に係る規制の合理化が行われた。 

 また、改正法により、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号）

の法目的に「建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進を図ること」が追加され、関係法

令の題名が改正された。 

 このほか、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律（令和５年法律第５８号）により、法が改正され、建築主事を置く市町村における確認等事務

の実施体制の確保又は充実を図るため必要があると認めるときは、建築副主事を置くことができるこ

ととなった。 

これらに伴い、必要となる手数料の設定等を行うとともに、条例で引用する法令名を改める。 

 なお、建築基準法関係の手数料の金額は、東京都及び近隣自治体における金額と均衡を図るため、

従前から東京都都市整備局関係手数料条例（平成１２年東京都条例第７７号。以下「都条例」という。）

の定める金額と同額に設定している。ここで、上記の法改正に伴い、都条例の改正が予定されている

ため、これに合わせて手数料の金額を都条例の定める金額と同額に設定する。 

 

 ＜改正内容＞ 

  １ 建築基準法関係（別表、４ 申請手数料、⒃の表） 

   ⑴ 既存建築物の敷地と道路との関係の制限の緩和に係る認定申請手数料の新設（改正後の８

５の項） 

     法第４３条第１項に規定する接道義務が不適格となっている建築物について、大規模修繕

等を行うと現行規定が適用されてしまうため、省エネ改修等が行われない状況を改善するた

め、特定行政庁が支障がないと認めた建築物の大規模修繕等をする場合は現行基準を適用し

ないこととされたことから、当該認定に係る申請手数料を、１件につき２８，０００円と定

める。 

   ⑵ 既存建築物の道路内の建築制限の緩和に係る認定申請手数料の新設（改正後の８６の項） 

     法第４４条第１項に規定する道路内建築制限が不適格となっている建築物について、大規

模修繕等を行うと現行規定が適用されてしまうため、省エネ改修等が行われない状況を改善

するため、特定行政庁が支障がないと認めた建築物の大規模修繕等をする場合は現行基準を

適用しないこととされたことから、当該認定に係る申請手数料を、１件につき２８，０００

円と定める。 

   ⑶ 建築副主事の創設に伴う規定整備（１及び１６の項） 

     建築副主事が、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第９条の３に規定する特

定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をすることができ

ることとされたことから、１の項中「建築主事」を「建築主事又は建築副主事（以下「建築

主事等」という。）」に改め、１６の項中「建築主事」を「建築主事等」に改める。 

 

  ２ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係（別表、４ 申請手数料、⒄の表） 

    別表において引用する法令の題名を、次のとおり改める。 

   ⑴ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 

    →建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 

   ⑵ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令 

    →建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令 

   ⑶ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則 
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    →建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 

 

＜施行日＞ 

  令和６年（２０２４年）４月１日（改正法の施行日） 

 

【法令等】 

 〇建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

  第４条、第４３条、第４４条、第８６条の７ 

 

 〇建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号） 

  第９条の３、第１３７条の１２ 
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指定管理者 八王子市老人憩の家の指定管理者の指定について 
福祉部 

高齢者いきいき課 

概 

要 

 八王子市老人憩の家の指定管理者の指定をするもの（公募） 

【内容】 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）に基づき、八王子市恩方老人憩の家の指定管理者を指定す

る。 

 

 ＜施設名＞ 

  八王子市恩方老人憩の家 

 

＜指定管理者＞ 

  社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会（６期目） 

 

＜指定期間＞ 

  令和６年（２０２４年）４月１日から令和８年（２０２６年）３月３１日までの２年間 

 

＜選定方法＞ 

  公募（応募１者） 

   八王子市恩方老人憩の家指定管理者候補者選定のための評価会議（以下「評価会議」という。）

を開催し、意見を聴取した上で、総合的に判断して選定 

  （応募者） 

   社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会 

   ※ 本市における指定管理の実績 ３か所（恩方老人憩の家、長房ふれあい館、学童保育所） 

 

＜選定理由＞ 

候補者となった法人の経営理念は、高齢者に教養の向上及びレクリエーション等のための場を供

与し、もって高齢者福祉の増進を図るという施設の設置目的に合致している。また、長年施設を管

理していく中で蓄積された実績及び能力を有するなど、公の施設を管理運営する団体としての能力

が高い。さらに、「指定管理者は、憩の家の利用者に対し誠意をもって対応するとともに、高齢者に

教養の向上及びレクリエーション等のための場を提供し、高齢者が生きがいを持って、いきいきと

暮らせるよう高齢者福祉の増進を図る」という本市要求水準に対し、各種生きがいづくりの講座の

実施や、文化祭等イベントの開催を計画するなど、地域住民や団体との連携により高齢者福祉の拠

点となる市民サービスの向上に向けた優れた提案がなされている。 

以上のことから、市の要求水準を満たした施設運営が可能であると判断し、社会福祉法人 八王

子市社会福祉協議会を指定管理者候補者として選定した。 

 

＜選考経過＞ 

１ 一次選考 

   福祉部において、書類及び応募資格について審査を行い、１者を一次選考の合格者を決定した。 

 

  ２ 二次選考 

   評価会議の参加者５名（地域関係者１名、高齢者団体関係者１名、税理士１名、福祉部長、市

民部長）に、プレゼンテーション及び事業計画書について評価を行わせ、意見を聴取し、１者を

二次選考の合格者として決定した。 
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（評価点） ※合格基準は、各評価項目すべて６割以上とする。 

評価 

区分 
評価項目 配点 

社会福祉法人 

八王子市社会福

祉協議会 

団
体
の
能
力 

団体の経営方針が明確であり、適正な経理がされて

いること。 
２５ ２５ 

経営状況が健全であり、目的達成のための考えをも

っていること。 
２５ ２５ 

業務実績が豊富であり、ノウハウを蓄積し運営が期

待できること。 
２５ ２４ 

自己評価（マネジメントサイクル）の体制及び基準が

確立されていること。 
２５ ２２ 

実現性の高い適正な収支計画であること。 ２５ ２３ 

管理運営を適切に行うための研修等の人材育成を踏

まえた組織体制を有していること。 
２５ ２１ 

職員の管理体制及び職場安全衛生管理が適正である

こと。 
２５ ２０ 

地域・社会貢献に配慮した取組がされていること。

（ワークライフバランスや SDGsの推進、若年者・高

齢者・障害者雇用、地域との協働、市内に本店がある

等） 

２５ ２１ 

利用者が公平に施設利用できるよう、配慮されてい

ること。 
２５ ２１ 

利用者の安全確保（衛生面含む）に関する方策が講じ

られていること。 
２５ ２０ 

透明性の高い施設運営がされており、情報が適正に

公開されていること。 
２５ ２２ 

個人情報の取扱い及び情報セキュリティ対策が適切

であること。 
２５ ２２ 

負担すべきリスクに対し適切な対応をとるための体

制を有していること。 
２５ ２１ 

緊急（防火、防犯等）対応等危機管理体制を有してい

ること。 
２５ ２１ 

指定管理業務の引継ぎに係る対策が適切であるこ

と。 
２５ ２０ 

小計 ３７５ ３２８ 

提
案
事
業
の
内
容 

収益を上げるための努力がされていること。 ２５ １９ 

講座の参加費の設定にあたり、採算制と公平性、適正

性を考慮していること。 
２５ ２１ 

コスト縮減が図られ又は考慮されていること。 ２５ １９ 

ノウハウを活用し、要求水準を満たした事業計画を ２５ ２２ 
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立てていること。 

利用者の満足度を高めるための方策が講じられてい

ること。 
２５ ２１ 

広報活動等、施設の利用促進のための提案がされて

いること。 
２５ ２２ 

市民にとって、魅力ある講座の提案がされているこ

と。 
２５ ２１ 

利用者からの苦情処理の体制がとれていること。 ２５ ２２ 

管理運営に意欲を持ってあたることが期待できるこ

と。 
２５ ２２ 

地域や施設の特性を踏まえた事業展開が図られてい

ること。 
２５ ２２ 

地域との協働や連携が図られ、又は配慮されている

こと。 
２５ ２３ 

第三者委託先も含め、地域経済の振興及び雇用の創

出に繋がる提案がされていること。 
２５ ２０ 

資源の有効活用など環境に配慮した管理運営がされ

ていること。 
２５ ２０ 

訓練や研修、マニュアル作成など平常時から危機管

理における適切な提案がされていること。 
２５ ２１ 

施設の適切な維持管理のための方策が講じられてい

ること。 
２５ ２１ 

小計 ３７５ ３１６ 

 ６４４ ※１ ６４４ 

合計 １３９４ １２８８ 

１００点満点換算（小数点以下第２位を切り捨て） １００ ９２．３ 

  ※１ 価格評価の点は、評価会議における団体の能力と提案事業の内容の評価の合計点に合わせ

ています。 

 

 ＜指定管理料提案額＞ 

年度 社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会 

令和６年度（２０２４年度） 13,500,000円 

令和７年度（２０２５年度） 13,584,000円 

２年間の合計 27,084,000円 

  【参考】 

令和５年度（２０２３年度）協定金額 
10,242,849円 

  
 

【法令等】 

 〇地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  第２４４条の２第３項、第６項 

 

 〇八王子市老人憩の家条例（昭和４９年八王子市条例第４９号） 

  第１２条 
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契約 包括外部監査契約の締結について 
総務部 

公文書管理課 

概 

要 

 地方自治法第２５２条の３６第１項の規定に基づき包括外部監査契約を締結するもの 

【内容】 

 ＜契約金額＞ 

  年額９，９１６，６５０円（消費税込み）を上限とする額 

 

 ＜内訳＞ 

  基本費用       ７０４，１１２円（消費税抜き） 

  執務費用及び実費 ８，３１１，０２４円（消費税抜き） 

 

 ＜契約先＞ 

  木下
きのした

 政
まさ

昭
あき

［資格 公認会計士］ 

  ※ 同氏とは、３回目の契約となる。 

 

 ＜契約期間＞ 

  令和６年（２０２４年）４月１日から令和７年（２０２５年）３月３１日まで 

 

 ＜包括外部監査契約を締結できる者＞ 

  包括外部監査契約を締結できる者は、「普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政

運営に関し優れた識見を有する者」であって、弁護士、公認会計士その他政令で定める者である。

ただし、「外部監査契約を円滑に締結し、又はその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、

上記の識見を有する者であって税理士であるもの」とも契約ができる。 

 

 

【法令等】 

○地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第２５２条の２７、第２５２条の２８、第２５２条の３６ 

 

○地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

第１７４条の４９の２６ 

 

  



62 

 

条例改正 
八王子市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例設

定について 

財政部 

税制課 

概 

要 

 令和６年度税制改正によるもの 

 

（内容未確定） 

 

 

条例改正 
八王子市都市計画税条例の一部を改正する条例設定

について 

財政部 

税制課 

概 

要 

 令和６年度税制改正によるもの 

 

（内容未確定） 

 

 

条例改正 
八王子市国民健康保険条例の一部を改正する条例設

定について 

健康医療部 

保険年金課 

概 

要 

 令和６年度税制改正によるもの 

 

（内容未確定） 

 


